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１．近年の災害による

学校施設の被害状況

・近年の主な激甚災害の発生状況

・近年の主な激甚災害における学校の被害状況

・学校施設の被害状況（地震・構造体）

・学校施設の被害状況（地震・非構造部材）

・学校施設の被害状況（津波）

・学校施設の被害状況（風水害・土砂災害）

・文教施設等における災害別被害額（平成23年～令和元年）

・公立学校における近年の主な激甚災害の物的被害及び災害復旧費
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発災日 災害名
死者・

行方不明者
（人）

平成
23． 3．11 平成23年（2011年）東日本大震災

（M9.0）
22,288

7．12 平成23年台風第6号 3
7．27 平成23年7月新潟・福島豪雨 6
8．30 平成23年台風第12号 98
9．15 平成23年台風第15号 20

24． 6．18 平成24年台風第4号 1
6．21 平成24年6月21日から7月7日までの大

雨
2

7．11 平成24年7月九州北部豪雨 33
25． 6． 8 平成25年梅雨期における大雨等 17

8．23 平成25年8月23日からの大雨等 2
9．15 平成25年台風第18号の大雨等 6

10．14 平成25年台風第26号及び第27号 45
26． 7．30 平成26年8月豪雨（広島土砂災害を含

む）
90

11．22 長野県北部を震源とする地震（M6.7） 0
27． 8．22 平成27年台風第15号 1

9． 9 平成27年9月関東・東北豪雨 20
28． 4．14 平成28年（2016年）熊本地震（M7.3） 273

6．20 平成28年6月20日からの梅雨前線に伴う
大雨

7

8．16 平成28年台風第7号 0
8．20 平成28年台風第11号及び第9号 2

発災日 災害名
死者・

行方不明者
（人）

平成
28． 8．26 平成28年台風第10号 29

9．16 平成28年台風第16号 1
10．21 平成28年鳥取県中部を震源とする地震

（M6.6）
0

29． 6．30 平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う
大雨及び平成29年台風第3号（九州北部
豪雨を含む）

44

7．22 平成29年7月22日からの梅雨前線に伴う
大雨

0

9．13 平成29年台風第18号 5
10．21 平成29年台風第21号 8

30． 6．28 平成30年7月豪雨 271
9． 3 平成30年台風第21号 14
9． 6 平成30年北海道胆振東部地震(M6.7) 43
9．28 平成30年台風第24号 4

令和
元． 6．28 6月下旬からの大雨 2

7．17 梅雨前線に伴う大雨及び令和元年台風
第5号

1

8．12 令和元年台風第10号 2
8．26 令和元年8月の前線に伴う大雨 4
9． 7 令和元年房総半島台風 3

10．10 令和元年東日本台風 94
2． 7． 3 令和2年7月豪雨 86

※令和３年版防災白書「最近の主な自然災害について（阪神・淡路大震災以降）」をもとに、近年の主な激甚災害に指定された災害をまとめたもの。
3

近年の主な激甚災害の発生状況

青字：気象災害（豪雨や台風） 黄字：地殻変動による災害（地震や火山，地震に伴う津波）
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近年の主な激甚災害※１における学校の被害状況

災害名 都道府県数
物的被害※２ 人的被害※３ 休校等措置※４

避難所※４

被害件数 被害内容 軽傷・重傷 死亡・不明 休校 短縮授業

東日本大震災
（平成23年3月11日）

27都道府県
（東北・関東等）

7,984校
倒壊や半焼､津波による
流出､浸水､地盤沈下、外
壁・天井の落下､亀裂､ガ
ラス破損など

655人 250人 3,860校 - 622校

平成28年（2016年）熊本
地震 （4月14日,16日）

6県
（熊本、大分等）

942校
ブレースの破断、天井・ガ
ラス・配管等の破損、外
壁等のひび割れなど

291人 5人 540校 11校 366校

平成30年北海道胆振
東部地震 （9月6日）

１道
（北海道）

397校
地盤沈下、壁のひび割れ、
校舎等の屋根・壁・窓ガラ
ス等の破損など

0人 0人 2,040校 - 350校

平成２８年台風第７号
（８月１６日～１８日）

4道県
（北海道・東北等）

66校
校舎等の浸水、屋根破損、
倒木 0人 0人 - - -

平成２８年台風第１１号
及び台風第９号

（８月２０日～２３日）

11都道県
（東北・関東等）

99校
校舎等の浸水、屋根破損、
倒木 0人 0人 - - -

平成２８年台風第１０号
（８月２６日～３１日）

8都道県
（北海道・東北等）

229校
校舎等の浸水、屋根等の
破損、敷地の一部崩れ、
フェンス倒壊、倒木、グラ
ウンドへの土砂流入

0人 0人 - - -

平成３０年７月豪雨
（６月２８日～７月８日）

31道府県
（中国・四国等）

667校
床上浸水、法面崩落、校
舎等の屋根・ガラス等の
破損 等

0人 0人 2,252校 553校 123校

令和元年東日本台風
（１０月１０日～１３日）

31道府県
（関東・東北等）

2,170校
床上浸水（校舎・体育館）、
グラウンドの浸水、法面崩
壊、倒木、ガラス・フェン
ス破損、屋根破損 等

0人 0人 294校 134校 610校

令和２年７月豪雨
（７月１日～３１日）

33府県
（東海・九州等）

252校
床上浸水（校舎・体育館）、
グラウンドの浸水、冠水、
雨漏り、土砂流入、法面
崩壊 等

0人 0人 2,114校 912校 283校

※１ 令和３年版防災白書をもとに、東日本大震災及び平成28年度以降に発生し、激甚災害（本激）に指定された災害を対象とする。
※２ 物的被害は、最終報の数字より、国公私立学校の合計を記載している。
※３ 人的被害は、学校管理下の被害について、最終報の数字より、児童生徒等と教職員等について、国公私立学校の合計を記載している。
※４ 休校等措置及び避難所については、国公私立学校の合計とし、被害報の中の最大数を記載している。



東日本大震災（H23.3.11）
新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築され耐震補強していない校舎

東日本大震災（H23.3.11）
新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築され耐震補強していない校舎

阪神・淡路大震災（H7.1.17）

１階が押しつぶされ、左右の階が
食い違っている校舎 新耐震基準施行（昭和56年）以前に建築され耐震補強していない校舎

熊本地震（H28.4.14）
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学校施設の被害状況（地震・構造体）



東日本大震災（H23.3.11）

屋内運動場の大開口部のはめ殺し窓の破損

東日本大震災（H23.3.11）

校舎の照明器具の落下

東日本大震災（H23.3.11）
屋内運動場の天井材の落下

熊本地震（H28.4.14）
屋内運動場の外壁の脱落
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学校施設の被害状況（地震・非構造部材）



東日本大震災（H23.3.11）
津波の水圧により壁が喪失した教室

東日本大震災（H23.3.11）
津波の水圧により壁が喪失した校舎
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学校施設の被害状況（津波）



平成30年７月豪雨
校舎への床上浸水

令和２年７月豪雨
図書室への床上浸水

令和元年台風
屋内運動場の屋根の破損

平成30年７月豪雨
建物への土砂流入
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学校施設の被害状況（風水害・土砂災害）



文教施設等における災害別被害額（平成23年～令和元年）

※１ 平成25年～令和３年版防災白書 附属資料をもとに作成。
※２ 単位未満四捨五入のため、合計と内訳が一致しない場合がある。

台風 3,886 142 1,054 576 797 2,468 1,376 6,938 11,188

豪雨 259 1,249 1,055 913 1,763 411 459 18,999 2,825

地震 82,689 16 25 266 3 43,965 216 9,449 431

豪雪 24 95 17 728 0 9 23 68 13

その他 48 420 735 117 81 128 123 442 138

合計 86,905 1,923 2,886 2,600 2,643 46,981 2,197 35,895 14,595

82,689

43,965
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東日本台風
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東部地震

東日本大震災
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災害名 都道府県数 物的被害数※２ 災害復旧事業の
申請学校数※３※５ 災害復旧費（総事業費）※４※５

東日本大震災
（平成23年3月11日）

19都道県
（東北・関東等）

6,484校 2,328校

平成28年（2016年）熊本
地震 （4月14日,16日）

6県
（熊本、大分等）

686校 302校

平成30年北海道胆振
東部地震 （9月6日）

１道
（北海道）

292校 72校

平成２８年台風第７号
（８月１６日～１８日）

4道県
（北海道、東北等）

63校 5校

平成２８年台風第１１号
及び台風第９号

（８月２０日～２３日）

10都道県
（東北・関東等）

61校 16校

平成２８年台風第１０号
（８月２６日～３１日）

4道県
（北海道、東北等）

204校 26校

平成３０年７月豪雨
（６月２８日～７月８日）

21道府県
（中国・四国等）

458校 153校

令和元年東日本台風
（１０月１０日～１３日）

21都道府県
（関東・東北等）

1,760校 176校

令和２年７月豪雨
（７月１日～３１日）

20府県
（東海・九州等）

157校 41校

10

公立学校における近年の主な激甚災害※１の物的被害及び災害復旧費

※１ 令和３年版防災白書をもとに、東日本大震災及び平成28年度以降に発生し、激甚災害（本激）に指定された災害を対象とする。
※２ 物的被害は、最終報の数字より、公立学校の物的被害の合計を記載している。
※３ 申請予定含む（東日本大震災は帰還困難区域に所在する学校を除く）。
※４ 交付決定ベース（総事業費）。
※５ 令和３年12月1日現在の数値。今後の進捗状況等により変更がありうる。

約1,677億円

約219億円

約13億円

約0.3億円

約1.3億円

約1.5億円

約82億円

約43億円

約20億円



２．学校施設の防災対策

・学校施設の防災対策の全体像

・学校施設の防災に関する文部科学省の主な取組
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平成27年度までの公立小中学校施設
耐震化完了を目指した（※１）

学校施設環境改善交付金等による支援を実施

学校施設の非構造部材の
耐震化ガイドブック
（平成22年3月）

早急な安全対策を
求める通知を発出
（令和元年9月）

地震 津波 水害 土砂災害

構造体
屋内運動場等の

吊り天井等
非構造部材

（吊り天井等以外）

※１「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成18年1月25日国土交通省告示第184号）において、特定建築物（学校を含む）の耐震化率を平成27年までに少なくとも9割とする目標が定められていた

これまでの
取組

現状

今後の取組

目指す姿

ブロック塀

学校施設における
天井等落下防止対策
のための手引
（平成25年8月）

状況把握調査の実施
（最新:令和2年9月）

学校施設耐震化
推進指針
（平成15年7月）

災害に強い学校施設
の在り方について
（平成26年3月）

状況把握調査の実施
（平成26年5月）

留意事項を示した
パンフレットの作成
（令和2年3月）

状況把握調査の実施（令和2年10月）
学校施設の水害・土砂災害対策事例集（令和3年6月）

水害リスクを踏まえた
対策の在り方を検討

災害から児童生徒等の命を守る、災害時に避難所として機能する、学校教育活動の早期再開に支障がない学校の実現

耐震化率
99.6％(公立)
(令和3年4月)

耐震化率
99.5％ (公立)
(令和3年4月)

耐震化率
52.1％ (公立)
(令和3年4月)

立地：7.2％※２

対策：61.7% (公立)
(平成26年5月)

立地：20.0％ ※３

対策：約15% (公立)
(令和2年10月)

立地：11.2％ ※３

(令和2年10月)

国土強靭化緊急３か年
計画の対象分について
対策完了

安全点検や安全対策の
実施が進むよう、引き
続き指導

水害の
激甚化・頻発化

※２「津波防災地域づくりに関する法律」第8条第4項に基づき、都道府県知事が公表した津波浸水想定に該当する学校施設をカウント

※３ 浸水想定区域（洪水、雨水出水、高潮）に立地しており、かつ、市町村地域防災計画で要配慮者利用施設として位置づけられた学校施設をカウント

※４「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により、土砂災害特別警戒区域に建築する場合、建築基準法施行令の構造基準を満たす必要がある
また、文部科学省においても、施設整備指針や通知等を通じて、土砂災害に対する考え方も示してきている 12

※４

学校施設の防災対策の全体像
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学校施設の防災に関する文部科学省の主な取組
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特
別
措
置
法
制
定

・
全

国
の
地
震
防
災
施
設
等
の
整
備

を
推
進

耐
震

改
修
促
進
法
制
定

土
砂

災
害
防
止
法
制
定

水
防

法
改
正

・
浸

水
想
定
区
域
の
公
表
等

吊
り

天
井
の
振
れ
止
め
や
ク
リ
ア
ラ

ン
ス
に
関
す
る
技
術
的
助
言

地
震

防
災
強
化
地
域
の
見
直
し

（
長

野

、
山
梨

、
愛
知
の
対
象
地

域
の
拡

充

、
東
京
都
及
び
三
重
県
の
新
規
追

加

）

特
定

都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
制

定

水
防

法

、
土
砂
災
害
防
止
法
改
正

・
土

砂
災
害
ハ
ザ
ー

ド
マ

ッ
プ
等
に

よ
る
周
知
徹
底

地
震

防
災
対
策
特
別
措
置
法
改
正

地
震

防
災
対
策
特
別
措
置
法
改
正

・
国

庫
補
助
の
拡
充

・
地

方
財
政
措
置
の
拡
充

・
耐

震
診
断
の
実
施
と
耐
震
診
断
を

行

っ
た
建
物
の
結
果
の
公
表

の
義
務
付

け津
波

対
策
推
進
法
等
制
定

天
井

落
下
防
止
対
策
関
連
告
示
公
布

・
吊

り
天
井
に
関
す
る
技
術
的
基
準

制
定

水
防

法

、
土
砂
災
害
防
止
法
改
正

・
要

配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
避

難
確
保
計
画
策
定

、
避
難
訓

練
の
実
施

に
つ

い
て
義
務
付
け

特
定

都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等

改
正

・
流

域
治
水
の
計
画
・
体
制
の
強
化

等
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屋
内

運
動
場
等
の
耐
震
性
能
診
断
基

準
の
策
定

施
設

整
備
基
本
方
針
改
正

「
平

成
2
7
年
度
ま
で
の
で
き
る
だ

け
早
い
時
期
に
小
学
校
や
中

学
校
を
は
じ
め
と
す
る
公
立
の

義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
耐

震
化
を
完
了
す
る
こ

と

」
と
目
標
設
定

「
学

校
施
設
に
お
け
る
天
井
等
落
下

防
止
対
策
の
た
め
の
手
引

」
作
成

「
学

校
施
設
の
防
災
機
能
の
向
上
の

た
め
に

」
報
告
書
と
り
ま
と

め

（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
文

教
施
設
研
究
セ
ン
タ
ー

）

屋
内

運
動
場
の
耐
震
補
強
の
補
助
率

を
嵩
上
げ

（
補
助
率
1
/
3

→

1
/
2

）

浸
水

想
定
区
域
・
土
砂
災
害
警
戒
区

域
に
所
在
す
る
学
校
施
設
の

該
当
等
調
査
結
果
公
表

「
学

校
施
設
の
水
害
・
土
砂
災
害
対

策
事
例
集

」
作
成

「
台

風
等
の
風
水
害
に
対
す
る
学
校

施
設
の
安
全
の
た
め
に

」
パ

ン
フ
レ

ッ
ト
作
成

「
災

害
に
強
い
学
校
施
設
の
在
り
方

に
つ
い
て

」
報
告
書
と
り
ま

と
め

・
津

波
対
策

、
防
災
機
能
強
化
に
つ

い
て
報
告

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

化
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

」
改
定

・
吊

り
天
井
以
外
の
非
構
造
部
材
に

つ
い
て
も
耐
震
点
検
を
推
進

「
熊

本
地
震
の
被
害
を
踏
ま
え
た
学

校
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

」
緊
急
提
言
と
り
ま
と
め

・
吊

り
天
井
以
外
の
非
構
造
部
材
の

耐
震
対
策

、
避
難
所
機
能
の

確
保
に
つ
い
て
提
言

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

化
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

」
追
補
版

・
ブ

ロ

ッ
ク
塀
等
の
点
検
ポ
イ
ン
ト

追
記

「
避

難
所
と
な
る
学
校
施
設
の
防
災

機
能
に
関
す
る
事
例
集

」
作

成

大
空

間
構
造
の
屋
根

（
プ
レ
キ

ャ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト

）
に
関
す

る
耐
震
診
断
・
改
修
方
法
の
提

示

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

対
策
事
例
集

」
作
成

「
学

校
施
設
耐
震
化
推
進
指
針

」
の

策
定

・
耐

震
化
優
先
度
調
査
の
実
施

・
耐

震
化
推
進
計
画
の
策
定

国
庫

補
助
の
拡
充

・
I

s
値
0
.
3
未
満
の
公
立
小
中

学
校
等
施
設
の
耐
震
化
に
対

す
る
国
庫
補
助
率
の
嵩
上
げ

（
1
/
3

→

2
/
3

）

・
I

s
値
0
.
3
未
満
の
改
築
に
つ

い
て

、
補
助
率
の
嵩
上
げ

（
1
/
2

）

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

化
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

」
作
成

「
公

立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設

の
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針

」
策
定

・
建

て
替
え
中
心
の
耐
震
対
策
か
ら

補
強
に
よ
る
対
策
へ
重
点
を

移
し

、
耐
震
化
を
促
進

「
台

風
・
集
中
豪
雨
に
対
す
る
学
校

施
設
の
安
全
の
た
め
に

」
パ

ン
フ
レ

ッ
ト
作
成

文
教

施
設
の
耐
震
性
能
等
に
関
す
る

調
査
研
究

（
非
構
造
部
材
の

被
害
状
況
等
の
調
査

）
を
実
施

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
等
の
耐

震
点
検
に
関
す
る
調
査
研
究

報
告
書

」
と
り
ま
と
め

公
立

学
校
施
設
の
耐
震
改
修
状
況
調

査
の
開
始

「
東

日
本
大
震
災
の
被
害
を
踏
ま
え

た
学
校
施
設
の
整
備
に
つ
い

て

」
緊
急
提
言
と
り
ま
と
め

・
津

波
対
策

、
吊
り
天
井
等
の
非
構

造
部
材
を
含
む
耐
震
対
策

、
防
災
機
能
の
確
保
に
つ
い
て
提

言

契
機
と
な

っ
た
災
害

災
害
対
策
に
係
る
主
な
法
制
度
等

鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
校
舎
の
被
害

調
査
及
び
耐
震
設
計
法
の
調

査
研
究

学
校
施
設
の
防
災
に
関
す
る
文
部
科
学
省
の
主
な
取
組

地
震

防
災
緊
急
事
業
５
か
年
計
画
に

定
め
た
校
舎
の
補
強
へ
の
補

助

（
補
助
率
1
/
2

）

既
存

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
校
舎
の

耐
震
診
断
及
び
補
強
方
法
の

調
査
研
究

地
震

防
災
強
化
地
域
に
お
け
る
木
造

建
物
の
改
築
に
つ
い
て

、
要

件
緩
和

鉄
骨

造
建
物

、
体
育
館
の
耐
震
補
強

に
関
す
る
調
査
研
究

「
公

立
学
校
施
設
に
係
る
大
規
模
地

震
対
策
関
係
法
令
の
運
用
細

目

」
改
正

・
地

震
補
強
事
業
の
創
設

（
補
助
率

1
/
2

（
財
政
力
指
数
0
.

5
以
下
の
地
方
公
共
団
体
2
/

3

）
、
地
震
防
災
強
化
地
域
の

校
舎
を
対
象

（
I

s
0
.
7
以
上
の
補
強

）
）

・
改

築
事
業
の
補
助
率
の
か
さ
上
げ

（
1
/
3

→

1
/
2

）

体
育

館
及
び
地
震
防
災
強
化
地
域
以

外
に
お
け
る
校
舎
の
耐
震
補

強
に
つ
い
て

、
老
朽
改
修
に
伴

い
必
要
と
な
る
補
強
工
事
を
新

た
に
大
規
模
改
修
事

業

（
補
助
率
1
/
3

）
の
補
助
対
象

に
追
加

耐
震

力
不
足
不
適
格
改
築

（
補
助
率

1
/
3

）
の
対
象
を
全
国
に

拡
大

大
規

模
改
造
事
業
の
メ
ニ

ュ
ー

と
し

て
耐
震
補
強
を
創
設

耐震化等

非構造部材

防災機能

風水害



２－１．地震対策

・学校施設の耐震化の取組のあゆみ

・学校施設の非構造部材の耐震化の取組のあゆみ

・公立小中学校施設の耐震化の状況

・私立学校施設の耐震化の状況

・特定天井の落下防止対策の取組

・学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック

・学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査
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学校施設の耐震化の取組のあゆみ
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建
築
基
準

法
制
定

大
規
模
地

震
対
策

特
別
措
置

法
制
定

・
東
海
地

震
に
係

る
地
震
防

災
対
策

強
化
地
域

を

指
定

・
地
震
観

測
体
制

や
地
震
防

災
応
急

対
策
の
強

化

地
震
財
特

法
制
定

・
東
海
地

震
に
係

る
地
震
防

災
対
策

強
化
地
域

を

対
象
に
国

庫
補
助

建
築
基
準

法
施
行

令
改
正

・
新
耐
震

基
準
の

導
入

地
震
防
災

対
策
特

別
措
置
法

制
定

・
全
国
の

地
震
防

災
施
設
等

の
整
備

を
推
進

耐
震
改
修

促
進
法

制
定

地
震
防
災

強
化
地

域
の
見
直

し

（
長

野

、
山
梨

、

愛
知
の
対

象
地
域

の
拡
充

、
東
京
都

及
び
三
重

県

の
新
規
追

加

）

地
震
防
災

対
策
特

別
措
置
法

改
正

地
震
防
災

対
策
特

別
措
置
法

改
正

・
国
庫
補

助
の
拡

充

・
地
方
財

政
措
置

の
拡
充

・
耐
震
診

断
の
実

施
と
耐
震

診
断
を

行

っ
た
建

物

の
結
果
の

公
表
の

義
務
付
け
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鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー

ト
造
校
舎

の
被
害

調
査
及
び

耐
震
設
計

法
の
調

査
研
究

既
存
鉄
筋

コ
ン
ク

リ
ー

ト
造

校
舎
の

耐
震
診
断

及
び
補
強

方
法
の

調
査
研
究

地
震
防
災

強
化
地

域
に
お
け

る
木
造

建
物
の
改

築
に
つ
い

て

、
要

件
緩
和

鉄
骨
造
建

物

、
体

育
館
の
耐

震
補
強

に
関
す
る

調
査
研
究

「
公
立
学

校
施
設

に
係
る
大

規
模
地

震
対
策
関

係
法
令
の

運
用
細

目

」
改
正

・
地
震
補

強
事
業

の
創
設

（
補
助
率

1
/
2

（
財
政
力
指

数
0
.

5
以
下
の

地
方
公

共
団
体
2

/
3

）
、
地
震
防

災
強
化

地
域
の
校

舎
を
対
象

（
I
s

0
.
7
以

上
の
補

強

）
）

・
改
築
事

業
の
補

助
率
の
か

さ
上
げ

（
1
/
3
→

1
/
2

）

体
育
館
及

び
地
震

防
災
強
化

地
域
以

外
に
お
け

る
校
舎
の

耐
震
補

強
に
つ
い

て

、
老

朽
改
修
に

伴
い
必

要
と
な
る

補
強
工

事
を
新
た

に
大
規
模

改
修
事

業

（
補
助

率

1
/
3

）
の
補
助

対
象
に
追

加

耐
震
力
不

足
不
適

格
改
築

（
補
助
率

1
/
3

）
の
対
象
を

全
国
に

拡
大

大
規
模
改

造
事
業

の
メ
ニ

ュ
ー

と
し

て
耐
震
補

強
を
創
設

地
震
防
災

緊
急
事

業
５
か
年

計
画
に

定
め
た
校

舎
の
補
強

へ
の
補

助

（
補
助

率

1
/
2

）

屋
内
運
動

場
等
の

耐
震
性
能

診
断
基

準
の
策
定

大
空
間
構

造
の
屋

根

（
プ
レ

キ

ャ
ス

ト
コ
ン
ク

リ
ー

ト

）
に
関
す

る
耐
震
診

断
・
改

修
方
法
の

提
示

公
立
学
校

施
設
の

耐
震
改
修

状
況
調

査
の
開
始

「
学
校
施

設
耐
震

化
推
進
指

針

」
の

策
定

・
耐
震
化

優
先
度

調
査
の
実

施

・
耐
震
化

推
進
計

画
の
策
定

屋
内
運
動

場
の
耐

震
補
強
の

補
助
率

を
嵩
上
げ

（
補
助
率

1
/
3
→

1
/
2

）

「
公
立
の

義
務
教

育
諸
学
校

等
施
設

の
整
備
に

関
す
る
基

本
方
針

」
策
定

・
建
て
替

え
中
心

の
耐
震
対

策
か
ら

補
強
に
よ

る
対
策
へ

重
点
を

移
し

、
耐

震
化
を

促
進

国
庫
補
助

の
拡
充

・
I
s

値

0
.
3

未
満
の
公

立
小
中

学
校
等
施

設
の
耐
震

化
に
対

す
る
国
庫

補
助
率

の
嵩
上
げ

（
1
/

3
→

2
/

3

）

・
I
s

値

0
.
3

未
満
の
改

築
に
つ

い
て

、
補

助
率
の
嵩

上
げ

（
1
/
2

）

「
東
日
本

大
震
災

の
被
害
を

踏
ま
え

た
学
校
施

設
の
整
備

に
つ
い

て

」
緊
急

提
言
と

り
ま
と
め

・
津
波
対

策

、
吊

り
天
井
等

の
非
構

造
部
材
を

含
む
耐
震

対
策

、
防
災
機
能

の
確
保

に
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て

提
言
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設
整
備

基
本
方

針
改
正

「
平
成
2

7
年
度

ま
で
の
で

き
る
だ

け
早
い
時

期
に
小
学

校
や
中

学
校
を
は

じ
め
と

す
る
公
立

の
義
務

教
育
諸
学

校
等
施

設
の
耐
震

化
を
完
了

す
る
こ

と

」
と
目

標
設
定

契
機

と
な

っ
た
災
害

耐
震
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係
る
主
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等
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校
施
設

の
耐
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文
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科
学
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主
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大
阪
府
北

部
地
震

・
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等

の
倒
壊
に

よ
る
人

的
被
害

熊
本
地
震

福
井
地
震

新
潟
地
震

東
海
地
震

発
生
可

能
性
の
研

究
発
表

（
地
震
学

会

）

芸
予
地
震

・
体
育
館

の
天
井

落
下
被
害

十
勝
沖
地

震

宮
城
県
沖

地
震

・
ス
ポ
ー

ツ
施
設

の
天
井
落

下
に
よ

り
人
的
被

害

新
潟
県
中

越
地
震

阪
神
・
淡

路
大
震

災

新
潟
県
中

越
沖
地

震

岩
手
・
宮

城
内
陸

地
震

中
国
・
四

川
地
震

・
学
校
施

設
の
倒

壊

東
日
本
大

震
災

十
勝
沖
地

震

・
学
校
施

設
に
も

多
く
の
被

害
が
発

生
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学校施設の非構造部材の耐震化の取組のあゆみ
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の
耐

震
点
検
に
関
す
る
調
査
研
究

報
告

書

」
と
り
ま
と
め
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ガ
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」
作
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東

日
本
大
震
災
の
被
害
を
踏
ま
え

た
学
校
施
設
の
整
備
に
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て

」
緊
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言
と
り
ま
と
め

・
津

波
対
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、
吊
り
天
井
等
の
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構
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部
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含
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耐
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防
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校
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設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

対
策
事
例
集

」
作
成

「
学

校
施
設
に
お
け
る
天
井
等
落
下

防
止
対
策
の
た
め
の
手
引

」

を
作

成

「
学

校
施
設
に
お
け
る
非
構
造
部
材

の
耐
震
対
策
の
推
進
に
関
す

る
調

査
研
究
報
告
書

」
と
り
ま
と
め

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

化
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

」
改
定

・
吊

り
天
井
以
外
の
非
構
造
部
材
に

つ
い
て
も
耐
震
点
検
を
推
進

「
熊

本
地
震
の
被
害
を
踏
ま
え
た
学

校
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

」

緊
急

提
言
と
り
ま
と
め

・
吊

り
天
井
以
外
の
非
構
造
部
材
の

耐
震
対
策

、
避
難
所
機
能
の

確
保

に
つ
い
て
提
言

「
学

校
施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震

化
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

」
追
補
版

・
ブ

ロ

ッ
ク
塀
等
の
点
検
ポ
イ
ン
ト

追
記

契
機
と
な

っ
た
災
害

非
構

造
部
材
の
耐
震
化
に
係
る
主
な

法
制
度
等

学
校

施
設
の
非
構
造
部
材
の
耐
震
化

に
関
す
る

文
部
科
学
省
の
主
な
取
組

宮
城

県
沖
地
震

・
ス

ポ
ー

ツ
施
設
の
天
井
落
下
に
よ

り
人
的

被
害

大
阪

府
北
部
地
震

・
ブ

ロ

ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
人

的
被
害

熊
本

地
震

東
日

本
大
震
災

岩
手

・
宮
城
内
陸
地
震

新
潟

県
中
越
沖
地
震

新
潟

県
中
越
地
震

十
勝

沖
地
震

芸
予

地
震

・
体

育
館
の
天
井
落
下
被
害

福
井

地
震

阪
神

・
淡
路
大
震
災



○ 耐震化率：９９．６％（前年度 ９９．４％）

○ 耐震性がない建物
（耐震診断未実施の建物を含む）：４４４棟

（前年度 ６７４棟）

吊り天井などの非構造部材（公立小中学校）

○ 吊り天井以外の非構造部材について

対策実施率：５２．１％ （前年度 ４８．２％）

○ 吊り天井について
落下防止対策実施率：９９．５％（前年度 ９９．２％）

● このうち、倒壊の危険性が高い施設
（Is値0.3未満）：９１棟

（前年度 １２５棟）

点検実施率：９４．３％ （前年度 ９２．６％）

「公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査（令和３年４月１日）」

○ 各自治体の耐震化の状況

○ 耐震化の進捗状況

校舎等の耐震化（公立小中学校）

令和２年度 令和３年度

耐震化率100%
達成

１,６６３自治体
（９３．２％）

１,６９４自治体
（９５．１％）

耐震化未完了
１２１自治体
（６．８％）

８８自治体
（４．９％）

おおむね完了

おおむね完了

（棟）

耐
震
化
が
必
要
な
棟
数

耐
震
化
率

※平成２８年度までは「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所を調査対象としてきたが、
平成３０年度から「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成２７年３月改訂版文部科学省）」に基づいて調査の対象項目の明確化を図ったため、両者の比較は困難。

公立小中学校施設の耐震化の状況
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私立学校施設の耐震化の状況

（出典）私立学校耐震改修状況調査

○ 耐震化率：９２.３％

○ 耐震性がない建物
（耐震診断未実施の建物を含む）：１，８１９棟

（前年度 １，９９８棟）

構造体の耐震化

（２１，７８９棟/２３，６０８棟）

（前年度 ９１.４％）

吊り天井等の落下防止対策

（全棟数５，２６０棟の１７．０％）

・対策が未実施の吊り天井等を有する屋内運動場等：８９６棟

○ 吊り天井等の落下防止対策実施率：８３．０％
（前年度 ８１．２％）

吊り天井等以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策

○ 耐震点検実施率：６１．４％

○ 耐震対策実施率：４２．９％

（７，８５３校/１２，７８３校）

（５，４８３校/１２，７８３校）

幼稚園・高校等の耐震化率の推移

全棟数
に占める

割合

耐震診断
実施済の

棟数

耐震診断
実施率

耐震性
がある棟数

耐震性がな
い棟数又は

耐震診断未

実施棟数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ＝Ｃ/Ａ Ｅ Ｆ=Ｅ/Ｃ Ｇ H=C-G Ｉ=Ｂ+Ｇ Ｊ=Ｉ/Ａ

92.4% 

(91.5%)

98.3% 

(98.2%)

97.2% 

(97.4%)

100.0% 

(－)

91.0% 

(90.1%)

98.4% 

(98.3%)

100.0% 

(100.0%)

23,608 16,213 7,395 31.3% 6,311 85.3% 5,576 1,819 21,789 92.3% 

(84.1%) （※3） (91.4%)

　※１　下段の（　）は前回調査時の数値（平成３１年４月１日現在）。

　※２　旧耐震基準で建築とは、昭和５６年６月１日改正の新耐震基準（建築基準法施行令）施行以前に建築された建物をいう。

　※３　耐震性がない棟数又は耐震診断未実施棟数のうち、Is値０．３未満の棟数は３２５棟。

0 - 0 0 7義 務 教 育 学 校 7 7 0 0.0% 

19 100.0% 19 0 53

合 計

特 別 支 援 学 校 53 34 19 35.8% 

8 88.9% 8 1 61中 等 教 育 学 校 62 53 9 14.5% 

2,405 87.5% 2,064 686 6,902高 等 学 校 7,588 4,838 2,750 36.2% 

97.0% 127 8 453

中 学 校 895 647 248 27.7% 231 93.1% 223 25 870

83.1% 3,135 1,099 13,443

小 学 校 461 326 135 29.3% 131

幼稚園及び幼保連携
型 認 定 こ ど も 園 14,542 10,308 4,234 29.1% 3,517

全棟数
耐震性が
ある棟数

耐震化率
新耐震基準
で建築の

棟数

旧耐震基準
で建築の

棟数

令和2年4月1日現在

〇 Is値0.3未満の補強 （１／３ → 嵩上げ後：１／２ ）

私立学校施設の耐震化事業に係る国庫補助率の嵩上げ
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■学校施設における天井等落下防止対策のための手引 （平成25年8月）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1341100.htm

・点検と対策の手順や内容等をわかりやすく解説した手引

・対策工事の要否を迅速かつ効率的に判断するため、詳細な実地診断等を行わずとも、
対策に着手できるフローチャートを提示。

・➀天井撤去、➁補強による耐震化、➂撤去及び再設置、➃落下防止ネット等の設置と
いった手法を示しつつ、確実な安全確保方策として「天井撤去を中心とした対策」
を促した。

■屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集 （平成26年4月）

屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集（追補版） （平成27年6月）

屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集（最終報告） （平成28年8月）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1346937.htm

・様々な対策手法の「発注段階（学校設置者）の留意点」や「設計・監理や施工管理段
階（対策検討や対策工事の業務受託者等）の留意点」のほか、「対策の検討過程」
「対策概要」「概算費用」「概算工期」等を示した。

・追補版では、(一財)日本建築センターの評定を受けた補強や再設置の設計事例も掲載。

特定天井の落下防止対策の取組
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学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成27年3月改訂版・平成31年3月追補版）

学校設置者、学校の教職員を対象として、関係部署や専門家と連携して非構造部材の点検に取り組め

るよう、非構造部材の耐震化の重要性とともに、点検の内容や手法などを紹介。

東日本大震災で崩落事例が見られた屋内運動場の天井材や、大阪府北部地震で倒壊が起きたブロック

塀等の点検のポイントについても紹介。

※非構造部材とは・・・天井材や外壁（外装材）などの構造体（柱、梁、床など）と区別された部材

○何を点検するの？

学校にある非構造部材について、

錆やひび割れなどの劣化状況や、

家具の使われ方などを点検します。

○いつ、誰が点検するの？

教育委員会と学校が役割分担しな

がら、学校管理職や教員等も定期
（毎月１回）や日常（毎授業日ご

と）の安全点検を実施します。

○どうやって点検するの？

解説を参照しながら点検チェック

リストを使って点検します。
20

●点検項目の例



 日ごろ学校の建物を使っている学校教職員の方々向けに点検のポイントをまとめています。

 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」（平成２７年３月）と併せて見ることで、
より高い効果が期待できます。

非構造部材の危険性について解説
点検のポイントや点検結果の評価方法をわかりやすく解説
点検結果の活用方法・整理方法等の先進事例を紹介

https://www.youtube.com/watch?v=WE8XVlgPRz4

YouTube動画

”地震のとき 「落ちてこない・

倒れてこない・移動してこない」

安全な学校へ”

学校施設の非構造部材の耐震点検に関するYouTube動画

21
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ブロック塀等無し注１

31,510校（61.7%）

撤去済
6,967校
（13.6%）

安全確認済
8,320校（16.3%）

安全対策が
完了した学校数

（46,797校 91.6％）

学校数

51,082校

対策中（2021.4以降）
1,391校（2.7%）

未点検
23校（0.05%）

対策中（2021.3末迄）
852校（1.7%）

点検中
（内部点検未完了）
2,019校（4.0%）

・・・ ⓪

・・・ ①

・・・ ②

・・・ ③

［※］

今回調査（令和2年9月1日現在）

学校数

51,082校

（平成30年6月時点）

外観点検で安全性に
問題があるブロック塀
等を有する学校
12,652校（24.8%）

未報告・点検が未
完了の学校
963校（1.9%）

外観点検で安全性に問
題があるブロック塀等の
無い学校
6,769校（13.3%）

注) 今回調査（令和２年９月１日現在）の調査対象は、全国の国公私立学校※1のうち、前回調査(平成31年４月１日現在)において、ブロック塀等を有しており、
かつ安全点検や安全対策※２が未完了の学校（9,454校）
※１：幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
※２：改修、再整備、再整備に向けた撤去、恒久的な除去

初回調査（平成30年8月10日公表）

※人が近寄れない場所であり直ちに安全対策等に着手できない、塀の高さがブロック１～３段程度で低

いなどのブロック塀等についても、同様に安全対策等の対応を実施する必要がある。

「廃校となった学校」・・・④
はこの中に含む。

学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査
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ブロック塀等の無い
学校
30, 698校（60.1%）



２－２．津波対策

・津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域の指定及び推進計画の作成状況

（国交省作成）

・津波対策の取組のあゆみ

・災害に強い学校施設の在り方について

～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～
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津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域の指定及び推進計画の作成状況

焼津市

浜松市

串本町

宮崎市

磐田市

南海トラフ巨大地震モデル検討会（第二次報告）の
南海トラフの巨大地震の津波断層モデル

（内閣府／H24.8.29公表）

日本海における大規模地震に関する調査検討会の
津波断層モデル

（国土交通省・内閣府・文部科学省／ H26.8.26 公表）

田原市

日向市

静岡市

令和3年8月30日現在

佐伯市

※１ 北海道、新潟県、神奈川県、静岡県、和歌山県及び鹿児島県は一部の市町村において指定
※２ 静岡県伊豆市の1市にて指定

凡 例
・・・津波浸水想定設定済み（３７道府県）
・・・上記のうち、津波災害警戒区域指定済み（１８道府県※１）

・・・津波災害特別警戒区域指定済み（１県※２）

・・・推進計画作成済み（１７市町）

須崎市

志布志市

西伊豆町
松崎町

首都直下地震モデル検討会の
相模トラフの津波断層モデル
（内閣府／H25.12.19公表）

東北地方太平洋沖地震
津波断層モデル

（内閣府／ H24.3.1 公表）

神栖市

小田原市
伊豆市

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震
モデル検討会の津波断層モデル

（内閣府／ R2.4.21 公表）

むつ市
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津波対策の取組のあゆみ

※平成27年度 防災セミナー 文科省説明資料より 25
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＜津波災害に関する記載＞

第１部 津波災害が想定される地域における学校施設の在り方について

第１章 東日本大震災における学校施設の被害状況の検証

１．東日本大震災による学校施設の物的被害

２．津波による学校施設の被害

３．学校施設の立地条件と津波被害との関係

４．津波による被害を受けた学校の実態例

第２章 津波災害が想定される地域における学校施設の在り方

１．学校施設の津波対策に関する基本的な考え方

２．津波に対する安全対策の選定

３．津波に対する安全対策を実施する場合の留意事項

４．救助までの間を緊急避難場所で過ごすために必要な機能

５．学校施設の津波対策と防災教育等との連携による地域防災力の向上

６．幼稚園、特別支援学校における特有の留意点
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災害に強い学校施設の在り方について ～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～

・ 津波災害が想定される地域における学校施設の在り方や、地域の避難所となる学校施設の在り方に
ついて、基本的な考え方と具体的な計画・設計上の留意点をQ&A形式で分かりやすく解説。



災害に強い学校施設の在り方について ～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～

近隣の津波避難
ビルに避難

校舎の屋上に避難

高台へ移転

高台に逃げる
避難路を整備

高台に逃げる
避難階段を整備

安全な高台に立地

凡例

津波避難ビル

津波からの
緊急避難場所

避難所

浸水想定区域

避難の方向

津波に対する安全対策のイメージ

○ 津波に対する安全対策の選定
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災害に強い学校施設の在り方について ～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～

学校の裏山までの避難路
（高知県黒潮町立南郷小学校）

屋外避難階段
（高知県四万十市立竹島小学校）

高台等への避難 高台移転、高層化

避難路

校舎

想定浸水高

緊急避難場所

安全区域

校舎

想定浸水高

緊急避難場所

裏山 安全区域

避難階段

屋上等への避難

校舎想定浸水高

緊急避難場所
（屋上）

屋外避難階段

想定浸水高

高台

緊急避難場所（兼避難所）

校舎
屋内運動場

安全区域

・高台等自体の安全性
-地震や大雨等により崩壊しない
-想定避難者数を収容可能 等

・円滑かつ迅速に避難できる経路
-校舎の上層階から直接避難路に出られる通路
-児童生徒等の体格や人数なども踏まえた避難路
の勾配や幅員等
-夜間の避難に備えたソーラーライト
-地震等で通れなくなることも想定した
複数の避難路の確保 等

・防災担当部局や道路等の管理者との協議
（学校敷地外の部分）

（高台移転の場合）

・通学距離や学校と地域の関係を十分考慮

・地域の避難所として活用することも考慮

・まちづくり担当部局との調整や、地域住民

との合意形成

（高層化の場合）

・学校機能に支障が生じない適切な動線計画

や防犯計画

・屋上や上層階自体の安全性
-耐震性・耐浪性
-屋上への手すり設置

・夜間や休日にも屋上や上層階に進入可
能であること
-ふだんは進入できないが、緊急時には避難でき
るよう、集合住宅のバルコニー等に使用される
隔て板の設置等が有効

・円滑かつ迅速に避難できる経路
-各階から直接避難階段にアクセスできるよう、
各階に避難階段への入口を設置
-児童生徒等の体格や人数なども踏まえた避難階
段の段差や幅員 等

高台への移転整備計画
（岩手県大船渡市立赤崎小学校）

○ 津波に対する安全対策を実施する場合の留意事項
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２－３．水害・土砂災害対策

・学校施設の水害対策の取組のあゆみ

・浸水想定区域・土砂災害警戒区域について

・洪水浸水想定区域の指定と洪水ハザードマップの公表状況（国交省作成）

・内水浸水想定区域図作成状況（国交省作成）

・高潮浸水想定区域の指定状況（国交省作成）

・土砂災害警戒区域等の指定状況（国交省作成）

・浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査

・学校施設の水害・土砂災害対策事例集（令和３年６月）

・台風等の風水害に対する学校施設の安全のために（令和2年3月）
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学校施設の水害対策の取組のあゆみ
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急傾斜地の崩壊

傾斜度が30°以上である

土地が崩壊する自然現象

土石流

山腹が崩壊して生じた土

石等又は渓流の土石等が水

と一体となって流下する自

然現象

地滑り

土地の一部が地下水等に

起因して滑る自然現象又は

これに伴って移動する自然

現象
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浸水想定区域・土砂災害警戒区域について

地形や土地利用状況等を踏まえて、基礎調査を実施し、その結果

を基に都道府県知事が指定する区域。

土砂災害警戒区域

土砂災害による被害の防止・軽減のため、警戒避難体制を特に整備すべ

き区域。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域の中で、建築物に損壊が生じ、住民等の生命・身体に

著しい危害が生じるおそれがある区域。

学校等の要配慮者が利用する施設などの建築のための開発行為の制限及

び建築物の構造に規制がかかる。

浸水想定区域

降雨や高潮が発生した際に、浸水が想定される区域。

災害種による分類

（イラスト出典）国土交通省HP土砂災害の種類

洪 水 大雨が発生した際に、河川が氾濫すること。
区域の指定：国土交通大臣・都道府県知事

雨水出水 大雨が発生した際に、下水道等に雨水を排水でき
ないこと又は下水道等から公共の水域等に雨水を
排水できないことによる出水。
区域の指定：都道府県知事・市町村長

台風や発達した低気圧に伴って、海面が異常に高
くなること。
区域の指定：都道府県知事

高 潮

発生確率による分類

想定最大規模 降雨の発生頻度：1000年に１回程度
平成27年の水防法改正により、浸水想定区域は
想定最大規模の降雨に基づき指定。

高潮は、台風の中心気圧は我が国既往最大規模の
室戸台風、半径・移動速度は伊勢湾台風を基本と
して数値シミュレーションを実施し、高潮浸水想
定区域を設定。

土砂災害警戒区域・特別警戒区域

市区町村は、想定最大規模の浸水想定区域図に避難場所や避難経

路等の情報を加え、ハザードマップを作成。

自治体では、過去の洪水時の浸水実績等に係る情報（浸水範囲、

浸水深、降雨量等）を示した地図を作成している場合もある。

計画規模 降雨の発生頻度：10～100年に１回程度
平成27年の水防法改正前は、計画規模の降雨に
基づき浸水想定区域を指定。



洪水浸水想定区域の指定と洪水ハザードマップの公表状況（国交省作成）
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指定済み河川数

国
管
理
河
川

都
道
府
県
管
理
河
川

対象河川数

対象
市区町村数

1,403

洪水浸水想定区域の指定
洪水ハザードマップの公表

想定最大規模 計画規模

水位周知河川
150

150

（100%）

150

（100%）

洪水予報河川
298

298

（100%）

298

（100%）

448

（100%）

448

（100%）

水位周知河川
1,582

1,570

（約99%）

1,572

（約99%）

洪水予報河川
128

128

（100%）

128

（100%）

1, 698

（約99%）

1,700

（約99%）

計 2,158
2,146河川

（約99％）

2,148河川

（約99％）

想定最大規模 計画規模

1,166市区町村
（約83%）

1,378市区町村
（約98%）

計 448

計 1,710

○ 洪水予報河川及び水位周知河川における洪水浸水想定区域（想定最大規模） の指定率は約99%。
○ 洪水ハザードマップの作成率は、想定最大規模対応は約83%、計画規模対応は約98%。
○ 令和３年に法改正を実施し、作成対象が約2,000河川から約17,000河川に変更。

令和3年7月末時点



内水浸水想定区域図作成状況（国交省作成）
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○ 想定最大規模降雨に対応した内水浸水想定区域図は、令和３年３月末時点において、雨水事業を実施してい
る約1,000団体のうち、約80団体で作成済。（既往最大降雨等に対応した内水浸水想定区域図を作成している
団体は約390団体。）

○ 令和３年に法改正を実施し、雨水出水浸水想定区域指定対象が地下街を有する団体（約20団体）から下水道
による浸水対策を実施している全ての団体（約1,000団体）に拡大。

内水浸水想定区域図の作成状況（令和3年3月末現在）

【外側】既往最大降雨等に対応した内水浸水想定区域図：作成済392団体
【内側】想定最大規模降雨に対応した内水浸水想定区域図：作成済77団体

これまで 水位周知下水道

今後

• 水位周知下水道

• 浸水被害対策区域内の公共下水道等の排水施設

• 特定都市河川流域内の公共下水道等の排水施設

• 雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で
定める基準に該当する公共下水道等の排水施設（当該排水施設の
周辺地域（想定最大規模降雨が生じた場合において、地形の状況又
は浸水解析により明らかに浸水が発生しないと認められる区域を除
く。）に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うこ
とが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避
難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、か
つ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨
水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他
の情報を入手することができること）

雨水出水浸水想定区域の指定対象



高潮浸水想定区域の指定状況（国交省作成）
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令和3年11月12日現在

○ 平成27年の水防法改正に基づき、都道府県では、高潮により大きな被害が発生する可能性の高い三大湾等（東京湾、三河湾・
伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、有明海、八代海）沿岸を中心に、水位周知海岸の指定、高潮特別警戒水位の設定、高潮浸水想
定区域の指定が順次進められてきたところ。

○ リスク情報の空白域を解消するため、令和３年に法改正を実施。新たな高潮浸水想定区域の指定は、令和７年度までに実施する
ことを想定。

水防法 抄
（高潮浸水想定区域）
第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑か

つ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽
減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高
潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸につい
て高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定
区域として指定するものとする。
一 第十三条の三の規定により指定した海岸 ※水位周知海岸

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高
潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該
当するもの

２～４ （略）

水防法施行規則 抄
（高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準）

第七条の二 法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、
当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行
うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路
その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域
の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する
気象の状況その他の情報を入手することができることとする。

○ 改正水防法（令和3年5月10日公布、7月15日施行）

津波・高潮危機管理対策緊急事業の基幹事業の「津波・高潮ハザードマップ
の作成支援」を活用するなど、事業計画の総事業費の概ね2割を上限として
その内数として計上できる。

社会資本整備総合交付金

○ 技術的支援（マニュアル等）
・高潮浸水想定区域図作成の手引き（平成27年7月）
・高潮特別警戒水位の設定要領（平成27年7月）

○ 財政的支援

凡 例

・・・高潮浸水想定区域図を一部公表済

・・・高潮浸水想定区域を一部指定済

・・・高潮浸水想定区域を公表済

・・・高潮浸水想定区域を指定済

現在の
指定状況

１２沿岸※１

今後の
指定目標

※令和３年法改正後

７１沿岸※２

※１： 東京都（東京湾）、神奈川県（東京湾、相模灘）、愛知県（三

河湾・伊勢湾）、大阪府（大阪湾）、徳島県（讃岐阿波、紀伊
水道西、海部灘）、香川県（燧灘、讃岐阿波） 、福岡県（玄

界灘、豊前豊後、有明海）、大分県（豊前豊後、豊後水道
西）。うち、6沿岸は一部の指定。

※２： 全沿岸。



土砂災害警戒区域等の指定状況（国交省作成）
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※1. 基礎調査を実施し、公表済の区域数
当該都道府県内における土砂災害のおそれがある箇所について基礎調査を実施し、その結果を関係市町村長に通知するとともに、公表することをいう。令
和3年9月末時点の値であり、今後、変更の可能性がある。

※3. 土砂災害特別警戒区域 （レッド：開発行為に対する規制） （土砂災害防止法）
土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合には建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認め
られる土地の区域。

※2. 土砂災害警戒区域 （イエロー：警戒避難体制の整備） （土砂災害防止法）
土砂災害が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

（区域数）

区域数

■ 基礎調査を実施し、公表済の区域数※１ 678,829

■ 警戒区域指定数※２ 669,219

■ 特別警戒区域指定数※３ 565,305

令和3年9月末時点



学校数（校） 割合（％）

全国の公立学校数 ※ 37,374 ―

浸水想定区域に立地し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校 7,476 20.0

① 浸水想定区域のみに立地し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校 6,983 18.7

② 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校 493 1.3

土砂災害警戒区域に立地し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校 4,192 11.2

③ 土砂災害警戒区域のみに立地し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校 3,699 9.9
④ 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地
し、
要配慮者利用施設として位置づけられた学校

493 1.3

⑤ いずれにも該当しない学校 26,199 70.1

学校数
（校）

割合
（％）

浸水想定区域に立地し、
要配慮者利用施設として位置づけら
れた学校

7,476 ―

学校施設内への浸水対策 1,102 14.7

受変電設備の浸水対策 1,125 15.0

重要書類等の保管場所の浸水対策 2,728 36.5

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地し、

要配慮者利用施設として位置づけられた学校

令和２年10月１日現在

ハード面の対策実施状況（浸水想定区域）

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査

① ② ③ ⑤
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※ 全国の公立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等
学校、中等教育学校及び特別支援学校

※ 休校中の学校、仮設の校舎・屋内運動場については調査対象外

学校数
（校）

割合
（％）

浸水想定区域に立地し、
要配慮者利用施設として位置づけら
れた学校

7,476 ―

避難確保計画の作成 6,365 85.1
避難確保計画に基づく避難訓練の
実施 5,375 71.9

防災教育の実施 6,696 89.6

ソフト面の対策実施状況（浸水想定区域）



全国の教育委員会や学校の取組事例を、
以下の２つの視点で整理し、掲載

① 学校設置者が主体となって、水害・

土砂災害から学校を守る

② 防災担当部局等の要請に学校設置者

が協力し、水害から地域を守ること

に学校が貢献する

その他、ソフト面（避難確保計画の作成
や避難訓練の実施）の取組事例、学校施設
の水害・土砂災害対策に活用できる補助制
度等を掲載

お問合せ ：文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当） Tel 03-5253-4111（内線3184）

©KAI NAKAMURA

校舎の床を高くし、避難経路を確保する

1. 水害から学校を守る

止水板により敷地内への浸水を防ぐ

建物全体を高床とし、
水害の際に、生徒等の避難時間と避難経路を確保する

校庭地下に雨水貯留槽を設置し、短時間の局地的な大雨の際に、
学校敷地内や近辺への雨水流出を抑制する

校庭の地下に雨水貯留槽を設置する

2. 水害から地域を守ることに学校が貢献する 3. 土砂災害から学校を守る

外構部に大型の止水板を設置し、学校敷地内への浸水を防ぐ

防護壁を設置する

防護壁を設置し、土砂の流入による建物被害を防ぐ

○本事例集の掲載内容

学校施設の水害・土砂災害対策事例集（令和3年6月）

近年、気候変動に伴う水害・土砂災害の激甚化・頻発化により学校においても甚大な被害が発生。

発災時に、児童生徒等の安全の確保、避難所としての運営、学校教育活動の早期再開等に支障のないよ

う、学校設置者が水害・土砂災害対策を実施することは重要であり、取組の参考となるよう「学校施設の

水害・土砂災害対策事例集（令和3年6月）」を作成。

＜ホームページ＞ https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/mext_00001.html
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お問合せ ：文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当） Tel 03-5253-4111（内線3184）

台風等の風水害に対する学校施設の安全のために（令和2年3月）

近年、平成30年７月豪雨や台風第21号、令和元年房総半島台風（台風第15号）や令和元年東日本台

風（台風第19号）が発生し、記録的な暴風や大雨等により、校舎や屋内運動場が損壊、浸水するなどの

被害が発生。

これらの被害を踏まえて、文部科学省では、風水害対策のパンフレット「台風等の風水害に対する学

校施設の安全のために（令和２年３月） 」を作成。

金属屋根等の点検 屋外キュービクルのかさ上げ

体育館等の金属屋根は、専門業者（製品供給業者、専門工事業者、設計事務所等）により、定期的に
点検を実施することが重要。
台風などの強風により金属屋根に被害がある場合、軒先・けらば・棟などに集中して被害が発生。

受変電設備（屋外のキュービクル、屋内の電気室内の設備）や
非常用発電機は必要に応じて、洪水等の災害に対して安全な
高い場所に設置するよう改修することが重要。

○風水害に対する対策事例

○風水害における特徴的な被害事例

屋内運動場屋根ふき材等の飛散 教室への浸水

○本パンフレットの目的

台風や集中豪雨等により発生する風水害
に対する学校施設の安全の確保や被害の
軽減

○本パンフレットの掲載内容

各学校の設置者及び管理者において、主
に施設面について点検されることが望ま
れるポイントや関連する管理運営面等に
ついて記載

＜ホームページ＞ https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/mext_00477.html
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３．避難所となる学校施設の
防災機能の強化

・避難所に指定されている公立学校の数

・避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査

・熊本地震の際に避難所となった学校施設の状況

・防災機能強化の取組



○学校施設は、児童・生徒等の学習・生活の場

○災害時には地域の避難所として利用される

熊本地震の際、避難所として使用された全ての施設の約半数が学校
最も多い時には、366 校の学校が避難所となった。

→ 学校施設における安全性の確保や防災機能強化が重要

40

30,349
（91.2%）

2,936
(8.8%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難所に指定されている公立学校の数
（全公立学校数：33,285校）

避難所に指定されている学校

避難所に指定されていない学校

学校種別
全学校数
（校）

避難所指定
学校数
（校）

割合
（％）

小中学校※1 28,613 27,149 94.9

高等学校※2 3,599 2,712 75.4

特別支援学校 1,073 488 45.5

合計 33,285 30,349 91.2

※１ ：義務教育学校・中等教育学校（前期課程）を含む

※２ ：中等教育学校（後期課程）を含む

平成31年4月1日現在

・災害対策基本法に基づく指定避難所の指定が行われていない
場合は，従来の地域防災計画に基づく「避難所」を含む

●公立学校の約９割が避難所に指定

避難所に指定されている公立学校の数

・学校施設の位置付け・役割
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※1 ハード面の整備状況だけではなく、民間事業者等との協定等のソフト面の取組も含めた保有状況

避難所指定学校数
（校）

保有学校数
（校）

割合
（％）

備蓄倉庫

30,349

23,693 78.1 

飲料水 22,377 73.7 

非常用発電機等 18,468 60.9 

ＬＰガス等 17,341 57.1

災害時利用通信 24,529 80.8 

断水時のトイレ 17,707 58.3 

避難所に指定されている学校の防災機能の保有状況※1

平成３１年４月１日現在

公立学校施設の防災機能強化事業の概要
（学校施設環境改善交付金）

学校施設について、災害時における児童生徒の安全を確保し、また地域住民の避難
所として必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図る。

算定割合：１／３ 下限額：400万円～上限額：2億円（過去急増市町村にあっては３億円）
※自家発電設備に限り、下限額は設置者単位で「200万円×設置校数」

（ただし１校500万円を上限とする）

１．趣旨

３．算定割合等

公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校、
中等教育学校（後期課程）、高等学校

※中等教育学校（後期課程）及び高等学校については下記４．の「屋外防災施設」のみ対象

２．対象施設

○非構造部材の耐震化工事
・天井の落下防止工事
・設備機器の移動・転倒防止工事 等

○児童生徒の安全を確保する上で必要な工事
・避難経路や外階段の設置工事
・転落防止のための柵、手すりの設置工事 等

○屋外防災施設
・備蓄倉庫、給水槽、防火水槽、井戸、屋外便所 等

○自家発電設備の整備
・避難所指定校への自家発電設備（据え置き式）の整備
・既設の太陽光発電への自立運転機能付加

避難通路・階段 備蓄倉庫 自家発電機

４．工事内容

天井の落下防止対策
備蓄倉庫 マンホールトイレ スロープの設置

● 防災関係施設・設備 ※2

要配慮者に
考慮した機能

※2 「災害に強い学校施設の在り方について ～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～」
「公立学校施設整備に関する防災対策事業活用事例集」 より
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備蓄倉庫等（学校敷地内）

通信装置

自家発電設備等

貯水槽やプールの浄水装置等

マンホールトイレ

72.0

78.1
77.2

80.8

53.4 60.9
66.4 73.7

49.5 58.3

2017 . 2019

備蓄倉庫等

通信装置

自家発電設備等

飲料水

断水時のトイレ

（出典）
＜2006,2011,2012,2013,2014,2015＞
学校施設の防災機能に関する実態調査（国立教育政策研究所）

＜2017,2019＞
避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査（文部科学省）※６

※５

（％）

平成３１年４月１日現在

※５

※７

※４

※３ 調査対象は、全国の公立の小学校、中学校、義務教育
学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

※４ 民間事業者等との協定等により備蓄体制を確保してい
る学校を含む。（飲料水のみの協定等の場合は「飲料
水」に含む）

※５ 民間事業者等との協定等により自家発電設備等を優先
的に利用できる学校を含む。

※６ 耐震性貯水槽やプールの浄水装置等、協定等による飲
料水の確保、ペットボトル等の備蓄による飲料水の確
保を対象としている。

※７ マンホールトイレ、断水時にプールの水や雨水を洗浄
水として使用できるトイレ、携帯トイレや簡易トイレ
等の確保を対象としている。

避難所に指定されている学校の防災機能の保有割合の推移※３

避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査



・最も多いときには366校の学校が避難所となった（４月20日時点）。

（避難所として使用された全ての施設の約５割が学校）

・避難所に指定されていない学校でも多くの避難者を受入れ

・整備されていた備蓄倉庫や太陽光発電等の施設設備が役立った

・他方、学校施設は本来教育施設であることから、トイレや電気の確保等においては

様々な不具合や不便が発生

マンホールトイレ

断水により水洗トイレは使用できなかった。

仮設トイレは汲取りの処理、照明、和式等の問題があり、

マンホールトイレの設置を求める声があった。

空調設備

災害救助法に基づいて仮設の空調設備が整備された。
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熊本地震の際に避難所となった学校施設の状況

・避難所となった学校施設の状況
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熊本地震の際に避難所となった学校施設の状況

◆備えられていなかったために困った機能

多目的トイ

レ（体育館

内）

15% 自家発電

設備

9%

テレビ等

情報機器

10%

耐震性貯

水槽

6%
段差解

消等

6%
電話回線

6%

その他

48%

＜地震直後＞

多目的ト

イレ（体

育館内）

9%

自家発

電設備

7%

備蓄倉

庫

7%

テレビ等

情報機

器

7%
空調

6%
非常用

電源

6%

マンホー

ルトイレ

6%

その他

52%

＜２～３日＞

空調、耐震化（非構造部材を含
む）、調光、非常用電源、備蓄
倉庫、要配慮者用・プライバシー
配慮スペース、マンホールトイレ
等

体育館入口照明、支援物資搬入
用口・通路・配布等スペース、浄水
型プール等給水槽、段差解消等、
調光、電話回線、LPガス、ナイター
照明等

＜1週間～＞
多目的トイ

レ（体育館

内）

11%

シャワー

11%

テレビ等

情報機器

9%
空調

9%

体育館

入口照明

7%

調光

7%電話回線

7%

その他

39%

非常用電源、ナイター照明、
マンホールトイレ等

＜１ヶ月～＞

空調

28%

要配慮

者用・プ

ライバ

シー配

慮ス

ペース

11%

シャワー

11%

テレビ等

情報機

器

11%

その他

39%

網戸、屋外水道、電話
回線、非常用電源等

8
熊本県教育委員会が県内の学校設置者を対象に実施した避難所となった学校における施設面での課題に関するアンケート調査の結果より



・ 津波災害が想定される地域における学校施設の在り方や、地域の避難所となる学校施設の在り方に
ついて、基本的な考え方と具体的な計画・設計上の留意点をQ&A形式で分かりやすく解説。

＜防災機能強化に関する記載＞

第２部 地域の避難所となる学校施設の在り方について

第１章 東日本大震災から浮かび上がった課題の検証

１．避難所としての役割を果たした学校施設

２．避難所となった学校施設の利用状況と課題

３．避難所となる学校施設の防災機能の整備の現状

４．避難所となった学校施設の利用の実態例

第２章 地域の避難所となる学校施設の在り方

１．地域の避難所となる学校施設に関する基本的な考え方

２．災害発生から避難所の解消までのプロセス

３．地域の避難所となる学校施設に必要な機能

４．避難所としての学校施設利用計画の策定

５．避難所となる学校施設の地域における役割

６．避難所となる学校施設の防災機能の整備と防災教育等との
連携による地域防災力の向上

７．特別支援学校における特有の留意点

44

防災機能強化の取組
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防災機能強化の取組

・災害発生から避難所の解消までの期間を、４つの段階（フェーズ）に区分した上で、必要な

機能を以下のとおり整理。

・災害が発生してから、避難所として必要な施設・設備を整備するには困難が伴うことから、
あらかじめ、避難所として必要な機能を備えておくことが重要。

・避難段階ごとに必要と考えられる機能
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防災機能強化の取組

地域住民の円滑な誘導や避難となる学校施設の効果的な
活用のため、災害時に校舎及び屋内運動場、校庭等をど
のように利用するかを計画しておくことが必要

防災担当部局が作成する避難所運営マニュアルに学校施
設の利用方法を位置づけることが重要

「災害に強い学校施設の在り方について～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～」より

留意事項

• 避難者用スペース（2～3㎡/人）、運営用スペース
（本部機能、備蓄、炊出し等）などが必要

• 教育活動の再開を見据えて開放する部分とそれ以
外の部分を明確に区分

• 鍵の管理手法等についても検討が必要

校舎各階の平面図

校舎

学校の敷地図

第一次開放スペース（避難所利用開始直後に開放）

第二次開放スペース（避難者が増えた場合に開放）

避難所としての学校施設の利用方法の例

・避難所としての学校施設の利用方法の検討

→避難所となる学校施設の防災機能の強化は学校教育活動の早期再開に資する
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防災機能強化の取組

・学校施設の防災機能の整備と防災教育等との連携による地域防災力の向上

避難所としての防災機能を備えた学校施設は、防災教育における実物大の教材ともなる

どのような考え方で避難所となる学校施設の防災機能を整備したかを防災訓練や防災教育の場において児童生徒等に伝
えることなどにより、防災への意識を次の世代に伝えていくことが重要

また、整備の目的や施設・設備の特徴を、整備した施設・設備やその近くにパネル等で表示しておくことも有効



大規模災害等の発生時、学校は、地域住民の避難所としての役割を担っており、避難生活や災害対応に

必要な機能を備えることが求められています。文部科学省では、「避難所となる学校施設の防災機能に関
する事例集（令和2年3月）」を作成しています。

＜ホームページ＞ https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/mext_00484.html

○本事例集の目的

大規模災害等の際、避難所となる
学校施設の防災機能の強化に資す
ることを目的としています。

防災機能の強化は、防災担当部
局、学校設置者、学校、地域が連
携することが必要不可欠であり、

学校管理職にとっても参考となる
ことを期待しています。

○本事例集の掲載内容

学校施設の防災機能強化に関する
基本的な考え方、全国の学校や自
治他の取組事例を掲載していま
す。

＜学校の取組：２８事例，地方公
共団体の取組：１７事例，特徴的
な取組：９事例＞

１．学校施設の防災機能

プライバシーを確保
し、屋内にマンホール
トイレを設置

＜愛知県大府市＞

電力の確保

停電時に電源車に接続
するための電源接続盤

＜新潟県長岡市＞

都市ガスエリアでも災
害時にLPガスを使用で
きるよう変換機の接続
口を整備

＜新潟県長岡市＞

断水時のトイレ

ＬＰガスの活用

避難所生活を想定した
体育館の多目的トイレ
＜鹿児島県曽於市＞

バリアフリー

２．地方公共団体の取組

３．特徴的な取組

防災部局が中心となり全ての学校施設につ
いて避難所開設時の詳細な利用計画を策定

＜群馬県前橋市＞

建築士協会と協定を締結し、避難
所開設時の安全点検を実施

＜愛知県大府市＞

学校施設の利用計画

災害発生時に必要となる
児童生徒の医療ケア用品
を収めた防災かばん

＜岡山県＞

特別支援学校の取組

学校を津波避難ビルに指定し、
上層階に避難所を確保

＜三重県四日市市＞

津波からの避難

情報通信

災害対策本部との情報通信に使用
するトランシーバを配備

＜宮城県東松島市＞

避難路の整備

校舎裏の高台への避難路
の整備

＜高知県東洋町＞

停電時にも給水が
可能な応急給水栓
＜愛媛県松山市＞

ＬＰガスを用いた体育館の
空調システム

＜大阪府箕面市＞

体育館冷暖房飲料水の確保

避難所の開設

災害時の活用を考慮したＬ
Ｐガスも可能な調理場

学校給食再開まで被災者の
食事を提供

＜大阪府富田林市＞

災害対応可能な
給食センター

避難所となる学校施設の防災機能に関する事例集（令和2年3月）

防災機能強化の取組
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４．参考

４－１．国土強靱化５か年加速化対策

・防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策の概要

・重点的に取り組む対策（文部科学省）

・中長期目標（公立小中学校施設の防災機能強化対策）

・中長期目標（公立小中学校施設の老朽化対策）

４－２．補助制度等

・老朽化対策・耐震化・防災機能強化のための補助制度（公立学校）

・防災機能強化のための補助制度（公立学校）

・耐震化・防災機能強化のための補助制度(私立学校)

・緊急防災・減災事業債

・公立学校施設の災害復旧制度
49



内閣官房ＨＰより引用：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/pdf/taisaku_gaiyou.pdf

防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策の概要
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重点的に取り組む対策（文部科学省）

１ 気候変動の影響により激甚化する風水害や切迫する

巨大地震等への対策

（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策

○ 学校施設の防災機能強化・耐震化

公立学校、私立学校、幼稚園等、専修学校、公立社会体育施設

○ 国立大学等の基盤的設備等整備

○ 独立行政法人等施設の防災・安全対策

国立青少年教育施設、教職員支援機構、特別支援教育総合研究
所、

国立文化施設、量子科学技術研究開発機構、国際連合大学本部

○ 文化財の防災対策

国指定等文化財等

（２）交通・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための

対策

○ 国立大学・高専の練習船

２ 「予防保全」型インフラメンテナンスへの転換に向けた

老朽化対策の加速
○ 学校施設の老朽化対策

公立学校、国立大学等

○ 独立行政法人等施設の老朽化対策

国立女性教育会館、放送大学学園、国立研究開発法人、日本芸術院

○ 史跡名勝天然記念物等の老朽化対策

３ 国土強靱化施策のデジタル化等の推進にかかる対策

（１）国土強靱化施策を円滑かつ効率的に進めるためのデジタル化

の推進

（文部科学省からの登録なし）

（２）災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化

○ 地震津波火山観測網

○ 国土強靱化に関する研究開発等

国立大学等の最先端研究基盤の整備

スーパーコンピュータ(富岳)を活用した対策、高精度予測情報等を

通じた気候変動対策

※富岳及び気候変動対策は、今後の成果創出の状況や現行事業の

成果を踏まえて検討する予定であり、費用を計上していない。

※防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に関する中長期目
標等の詳細については、下記ＵＲＬを参照してください。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuk
a/pdf/chuuchouki_mokuhyou.pdf
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内閣官房ＨＰより引用： https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/pdf/kakutaisaku1.pdf

中長期目標（公立小中学校施設の防災機能強化対策）
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内閣官房ＨＰより引用： https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/pdf/kakutaisaku3.pdf

中長期目標（公立小中学校施設の老朽化対策）
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事 業 名 負担（算定）割合 事業の内容

新 増 築 １／２ 校舎、体育館等の新増築（教室不足の解消、学校統合）

改 築 １／３ 構造上危険な状態にある建物、耐震力不足の建物、津波浸水想定区域内の移転又は高層化を要する建物等

１／２（嵩上げ） Is値（※）が0.3未満の建物のうち、やむを得ない理由により補強が困難なもの

１／２ 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における集団移転促進事業に関連する学校建物の高台移転等

地震補強 １／２（嵩上げ） 地震による倒壊の危険性があるもの（Is値0.3～0.7未満）

２／３（嵩上げ） 地震による倒壊の危険性が高いもの（Is値0.3未満）

大規模改造 １／３
老朽化に伴う補修、既存の学校建物の改修（老朽改修（令和４年度まで）、トイレ改修、空調設置、障害
児対策（算定割合１／２） 等）

長寿命化
改 良

１／３
構造体の劣化対策を要する建物の耐久性を高めるとともに、現代の社会的要請に応じる改修
（令和２年度より、長寿命化を図る前提で実施する予防的な改修工事を補助対象）

統合改修 １／２ 学校統合に伴って実施する既存建物の改修

防災機能
強 化

１／３
避難所として必要な学校施設の防災機能強化
（非構造部材の耐震対策、避難経路・備蓄倉庫の整備、避難所指定校への自家発電設備の整備 等）

学校給食
施 設

１／２（新増築）

１／３（改 築）
学校給食の開設及び学校給食の改善充実のための学校給食施設の整備

武 道 場 １／３ 中学校等の柔道場、剣道場等の整備

太陽光発電
等 設 置

１／２
太陽光発電等の再生可能エネルギーの整備
（太陽光パネルの設置、太陽熱利用設備・風力発電設備の整備、太陽光パネル設置校への蓄電池の整備）

そ の 他 １／３
屋外環境（グラウンド等）、木の教育環境、学校プール、高校の産業教育施設、社会体育施設等の整備、
特別支援学校の用に供する既存施設の改修（令和２年度から６年度に行われるものは、算定割合１／２）

※ Is値（構造耐震指標）：建物の耐震性能を表す指標。Is値が大きいほど耐震性が高い。
Is値0.3未満 大規模な地震（震度６強以上）に対して倒壊または崩壊の危険性が高
い。
Is値0.3～0.6未満 大規模な地震に対して倒壊または崩壊の危険性がある。
Is値0.6以上 大規模な地震に対して倒壊または崩壊の危険性が低い。

義務教育諸学校の新増築：公立学校施設整備費負担金
その他すべて ：学校施設環境改善交付金

公立学校施設整備事業

老朽化対策・耐震化・防災機能強化のための補助制度（公立学校）



１．趣旨

学校施設について、発災時における児童生徒等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図る。また、児童生徒等
を事故等から防ぐために必要となる工事を行うことにより、教育環境の改善を図る。

２．対象校

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校、中等教育学校（後期課程） 、
高等学校 ※中等教育学校（後期課程）及び高等学校については「屋外防災施設」のみ対象

３．算定割合等

算定割合：１／３ 下限額：４００万円～上限額：２億円（過去急増市町村にあっては３億円）

※自家発電設備の整備に限り、下限額は設置者単位で「200万円×設置校数」 （ただし１校５００万円を上限とする）

４．工事内容

◆建築非構造部材の耐震対策工事
・天井材等落下防止工事
・設備機器の移動・転落防止工事 等

◆児童生徒等の安全を確保する上で必要な工事
・避難経路確保のための外階段の設置工事
・転落防止のための柵、手すり等の設置工事
・ブロック塀等の安全対策工事 等

避難通路・階段 備蓄倉庫 自家発電機天井等落下防止対策

◆屋外防災施設の整備
・備蓄倉庫、給水槽、防火水槽、井戸、屋外便所の設置 等

◆その他防災機能強化に資する工事
・避難所指定校への自家発電設備（据置き式に限る）の整備
・既設の太陽光発電への自立運転機能付加 等

※ 学校施設環境改善交付金 平成24年度創設

落下防止対策として吊り天
井を撤去
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防災機能強化のための補助制度（公立学校）



耐震化・防災機能強化のための補助制度(私立学校)
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補助対象事業 事業内容 補助率

耐震補強工事
・S56年以前に建築された、Is値0.7未満又はq値
　1.0未満の建物の耐震補強工事

１/３以内
（Is値0.3未満1/2以内）

非構造部材の耐震対策工
事

・100㎡以上の室を有する施設で行う又は耐震補
　強と合わせて行う対策工事

１/３以内

・備蓄倉庫等、避難経路、屋外防災施設の整備、
　耐震補強工事と一体で整備する自家発電設備

１/３以内

・自家発電設備の単体整備 １/３以内

安全管理対策（防犯）

・安全対策上必要な管理諸室や普通教室等の配
　置換え、門やフェンスの設置工事
・上記と一体で整備する防犯監視システム等の安
　全対策設備の設置工事

１/３以内

安全管理対策（アスベスト）
・アスベスト除去、封じ込め、囲い込み工事及びこ
　れに伴い必要となる教室等の環境回復工事

１/３以内

耐震改築工事
・Is値0.3未満の建物又は耐震補強で対処すること
　が困難な建物の建替え工事

１/３以内

津波移転改築工事
・防災集団移転に関連して移転が必要な学校のう
　ち、南海トラフ法に基づく津波避難対策緊急事業
　計画に記載された事業

１/３以内

特別支援学校の老朽改築
工事

・老朽化が著しく構造上危険な状態にある特別支
　援学校の建物の改築工事

１/３以内

防
災

機
能
強
化
施
設
整
備
事
業

防災機能強化事業

私立学校施設整備費補助事業の概要（小学校～高校等）
対象学校：小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校（前期課程、後期課程）、 特別支援学校（幼稚部、小学部、中学部、高等部）

○ 施設関係（私立高等学校等施設高機能化整備費）



57（問合せ：総務省 自治財政局 地方債課 TEL:03-5253-5629）

緊急防災・減災事業債



公立学校施設の災害復旧制度

公立学校施設災害復旧費国庫負担法等に基づき公立学校の施設の災害復旧に要する経費の一部を負担（補助）することにより、学校教育の円滑な実施

を確保する。

趣旨

補助率

 ２／３（離島等４／５）

 地方交付税算定の際に、元利償還費の９５％が基準財政需要額に算入されるため、

実質的な地方負担は１．７％

 激甚災害の対象となった場合は、設置者の財政状況に応じて国庫負担率を引き上げ

事業内容

補助対象施設

 負担金・・・ 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び学校給食センター等の

施設（建物、工作物、土地、設備）

 補助金・・・ 教員住宅、特定学校借上施設、校舎の新築復旧等に伴う応急仮設校舎又は既設校舎の臨時改修、降灰除去（補助率1/2）、

幼保連携型認定こども園の使用施設

採択範囲

 降雨 ・・・ 最大24時間雨量80mm以上 等

 暴風 ・・・ 最大風速15m/s以上（10分間平均の風速）

 洪水、高潮、津波等 ・・・ 被害の程度が比較的軽微なものと認められないもの

 その他 ・・・ 地震、大火、融雪、竜巻、落雷、噴火 等

【通常災害の場合（負担率２／３の場合）】

1.7%

国庫負担 地方負担

98.3%

31.6%66.7%
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